
お客さま保護 への 取組み お客さま の 安全 のために

 　顧客保護等管理方針　 

1.鳥取銀行は、顧客保護等管理にかかる基本方針を次のとおりとします。
（1） お客さまとの取引に際しましては、お客さまが当行の商品やサービス等を自らの意思に基づいて選択・活用していただける

よう商品知識の習得に努め、正確かつ適切な情報を提供するとともに、お客さまが理解し納得していただけるよう法令等に
基づいた適切な勧誘・説明を十分に行います。

（2） お客さまからのご相談・苦情等には、真摯に受けとめ適切かつ十分に対応するとともに、業務のあり方を検討し改善していく
ことにより、お客さまのご理解と信頼を得られるよう努めます。

（3） お客さまに関する情報は、法令等に従って適切に取得するとともに、不正なアクセスや流出等を防止するため適切な措置を講
じることなどにより安全に管理いたします。

（4） お客さまとの取引に関連して、当行の業務を外部委託する場合は、その業務遂行の的確性を確保し、お客さまの情報やその
他の利益を保護するために、定期的または必要に応じてモニタリングを実施するなど委託先を適切に管理いたします。

（5） その他、お客さまの保護や利便の向上のために必要であると判断した業務の管理につきましては適切に管理いたします。
◦本方針の「お客さま」とは、「当行で取引されている方及び取引を検討されている方」をいいます。
◦ お客さま保護の必要性のある業務は、与信取引（貸付契約及びこれに伴う担保・保証契約）、預金等の受入れ、商品の販売、

仲介、募集等において、お客さまと当行との間で行われるすべての取引に関する業務です。

2.鳥取銀行は、顧客保護等管理にかかる基本方針に基づき、必要な内部管理規定を制定し組織体制を整備するとともに、役職員
はお客さまの視点から業務を捉えなおし、不断に検証し改善していくことによって、管理態勢の整備・確立を図ってまいります。

　鳥取銀行は、お客さまの保護及び利便の向上の観点や業務の健全性及び適切性の観点から、顧客保護等管理態勢の
整備は極めて重要であると認識し、次のとおり取組んでまいります。

 　利益相反管理方針　 

　「利益相反」とは、当行または当行のグループ会社とお客様の間、ならびに、当行または当行のグループ会社のお客様相互間に
おいて利益が相反する状況をいいます。
　利益相反は、金融取引においては日常的に生じるものですが、当行では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある
取引（「対象取引」）として、以下の①②に該当するものを管理いたします。
　① お客様の不利益のもと、当行または当行のグループ会社が利益を得ている状況が存在すること。
　② ①の状況がお客様との間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること。
　　   当行では、お客様との取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客様から頂いた情報に基づき、営業部門から独立した利

益相反管理統括責任者により、適切な特定を行います。

　鳥取銀行（以下「当行」といいます）は、当行または当行のグループ会社とお客様の間、ならびに、当行または当行のグ
ループ会社のお客様相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および利益相反管理方針（以下「利益
相反管理方針」といいます）に従い、お客様の利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。
利益相反管理の対象となる取引（対象取引）と特定方法

 　反社会的勢力の排除について　 

　鳥取銀行は、公共の信頼を維持し、業務の適切性及び健全性を確保するため、市民社会の秩序や安全に脅威を与える
反社会的勢力との関係を一切遮断するとともに、これらの勢力からの不当要求には組織全体で対応いたします。
　このため、「反社会的勢力対応規定」及び「コンプライアンス・マニュアル　反社会的勢力対応編」を制定し、経営管理
部お客様センターを統括部署とし、本部及び各営業店に不当要求防止責任者を配置する等の行内体制を整備するととも
に、各部署の役割を明確にします。また、反社会的勢力に関する情報収集、行員への研修活動、外部専門機関との緊密な
連携等に努めます。
　また、各種預金規定や約定書・契約書等に暴力団排除条項を盛込み、預金・融資取引を含めすべての新規取引に応じ
ないとともに、既存取引先が反社会的勢力と判明した場合は速やかに取引関係の解消に努めます。

（注） 初年度（カード券面の有効期限月の翌月10日から1年間）は年会費
無料です。2年目以降も特定の条件を満たせば無料となります。

詐欺の手口は巧妙化しています。最近多くなっている事例をご紹介します。

当行では、偽造・盗難キャッシュカードによる不正な引き出し等の犯罪防止対策として、セキュリティー強化に努めています。

■振り込め詐欺  消費者金融等の借金の返済、会社でのトラ
ブル・横領等の補てんのためといってお金
を振り込ませる詐欺手口

■還付金詐欺  公的機関を装い、還付金の受取りのためと
いってＡＴＭの操作を誘導し、お金を振り込
ませる詐欺手口

■融資保証金詐欺  実在する金融機関や貸金業者などを装い、
融資のための保証金等と偽ってお金を振り
込ませる詐欺手口

◦ お客さまに対してＡＴＭコーナーで
の携帯電話利用の自粛をお願いす
るほか、携帯電話で通話しながら
ATMを操作しているお客さまへの
声かけを実施しております。

◦ 窓口での高額なお引き出しを希望
されるお客さまを対象に、アンケー
ト等によるお使い道の確認に加え、

「預金小切手（自己宛小切手）」のご
利用をお勧めしております。

当行では
これらの
被害を防止
するため、

振り込め詐欺等の被害に遭い犯罪被害資金を当行の口座に振り込まれた方のご相談窓口
鳥取銀行

事務統括部 0857‐37‐0372・0346 受付時間 平日 9：00～ 17：00
（土・日・祝日・銀行休業日を除く）

ICキャッシュカード ＋ ＋クレジットカード カードローン

 　振り込め詐欺にご注意ください!!　 

 　お客さまの安全のために　 

■ICキャッシュカード（IC TORICA）

■偽造・盗難（紛失）被害およびインターネットバンキング
　不正引き出し被害への補償

■ＡＴＭの機能強化

■ＡＴＭご利用時の不正行為防止

◦ 偽造や不正読み取りが困難なICチップを搭載し、お客さま
の大切な資産をしっかりガード。

◦ とりぎんのキャッシュカード機能とJCBのクレジットカード機
能、カードローン機能が１枚に。

◦ 偽造・盗難・紛失したキャッシュカード、ローン専用カードに
よる被害

◦ デビットカード取引による被害
◦ 個人のお客さまを対象とした盗難通帳（証書）による預金等

の不正な払戻しに係る被害
◦ 個人・法人のお客さまを対象としたインターネットバンキン

グによる預金等の不正な払戻しに係る被害
※お客さまの過失の状況により補償できない場合があります。

◦ 1日あたりの利用限度額（出金取引と振込取引の合計）を口
座単位に引き下げることが可能です。なおキャッシュカード
のお申込み時点では予め100万円で設定しています。
限度額変更をご希望のお客さまは、当行窓口にて0～ 999
万円まで可能です。

◦ 個人のお客さまで、70歳以上かつ、過去１年以内にキャッ
シュカードによるATMでの振込のご利用がない方のキャッシュ
カードによるATMでの振込を制限させていただいております。
対象となるお客さまでキャッシュカードによるお振込を希望
される場合は、当行窓口にて振込制限を解除することがで
きます。

◦ 窓口時間外でも、ATMの操作ガイドに従って暗証番号の変
更ができます。

◦ ATMに（画面）遮光フィルター、後方確認ミラーを設置
◦ 不正利用のモニタリング（カード被害の疑いがある場合は、

カードの利用停止等の措置を取ります。）
◦ ATMの定期点検（盗撮用カメラ等がATMに取付けられて

いないか定期的に点検しています。）

キャッシュカードを紛失された場合や盗難に遭
われた場合は、お取引店（平日8：45～ 17：
00）までご連絡ください。また、その他の時間
につきましては、右記までご連絡願います。

キャッシュカード
盗難紛失受付 0120-858-252

時間外受付

32 33




